（別　紙）
業務管理体制整備届出書について
１　業務管理体制について

　　平成20年度の介護保険法改正により、平成21年５月から、介護サービス事業者

（以下、「事業者」という。）は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
　事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設

（以下、「事業所等」という。）の数に応じて定められております。

　また、当該整備に関する事項について記載した「届出書」を関係行政機関に届け出ることとされました。
　　なお、届け出は介護サービス事業所ごとではなく、法人としての事業者に届け出の義務があります。

２　事業者（法人）が整備すべき内容及び届出事項
　（根拠：介護保険法施行規則第140条の40）
	事業所の数
	20未満
	20以上100未満
	100以上

	整備すべき
内　　　容

	①　法令遵守責任者を選任すること。

	①　法令遵守責任者を選任すること。

②　業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
	①　法令遵守責任者を選任すること。

②　業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
3 業務執行の状況

　の監査を定期的に実施すること。

	届出事項

	①　法令遵守責任者の氏名及び生年月日
	1 法令遵守責任者の
氏名及び生年月日
②　業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
	①　法令遵守責任者の氏名及び生年月日
②　業務が法令に適合することを確保するための規程の概要

③　業務執行の状況の監査の方法の概要


· 「指定事業所の数」には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。例えば、同一の事業所が「認知症対応型共同生活介護事業所」と「介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」としての指定を受けている場合には、指定を受けている事業所の数は２として数えます。
·  「指定事業所の数」には、みなし指定を受けている事業所は除いて下さい。

「みなし指定をうけている事業所」とは、病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション）であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

　※　「法令遵守責任者」とは

　　⇒　全ての介護事業者において選任するよう義務付けられます。
　　⇒　介護サービス事業者には法令遵守の義務があります。法令遵守責任者とは、資格　　

　　　や役職を問いませんが、組織として法令遵守する体制を整備するため、介護保険法　　
　　　に規定する事務や業務内容を理解し、各事業所に対する指導や啓発を行うなど、

　　　中心的な役割を担う方といえます。

· 「法令遵守のための規定」とは

⇒　事業所の数が20を超える事業者において、整備が義務付けられます。
⇒　国から具体的に例示されておりませんが、日常の業務運営にあたり、事業者の従業員に法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなどをいい、事業者の実態に即したもので構いません。

⇒　既にそのような体制が整備されている場合は、全体像がわかる資料の写しを、又は規定があればその全文の写しを届出書に添付して下さい。
· 「業務執行状況の監査」とは

⇒　事業所の数が100を超える事業所において、整備が義務付けられます。
⇒　事業者が医療法人、社会福祉法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づ　　　

　き、その監事又は監査役（委員会設置会社にあっては、監査委員会）が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。

⇒　事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。

　　⇒　既に監査に関する規程を作成している場合は、全体像がわかる資料の写し又は規程の全文の写しを届出書に添付して下さい。
　　　　また、規程を作成していない場合は、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるよう記載していただくか、資料の写しを添付して下さい。

３　業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先
（根拠：介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の40）
	区　　分
	届　出　先

	①　事業所等が２以上の都道府県に所在する事業者
	

	
	　事業所等が３以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者
	厚生労働大臣

	
	　上記以外の事業者（注）
	地方厚生局長

	②　地域密着型（介護予防）サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者
	市町村長

	③　①及び②以外の事業者
	都道府県知事


（注）　２つの地方厚生局管轄区域に事業所等が所在する事業者及び一つの地方厚生局管轄区域に事業所等が所在する事業者をいいます。

· 届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所の所在地で

はないので注意してください。

４　届出に必要な様式等について

　（介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40）

	届出が必要となる事由
	様式
	記入例

	1 業務管理体制の整備に関して届け出る場合
（介護保険法第115条の32第２項）

· 全ての事業者は、平成21年５月１日以降、
届け出る必要があります。


	43条様式の７
	記入例１

	②　事業所等の指定等により事業展開地域が変更し、

　届出先区分の変更が生じた場合

　（介護保険法第115条の32第４項）

　※　この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

　例）　本市のみで地域密着型サービス事業を展開していた事業者が、新たに県内他市においても事業を開始した場合

　　　

　　　届出先　　いわき市　⇒　福島県　に変更
	第43条様式の７
	記入例２

	③　届出事項に変更があった場合

　　（介護保険法第115条の32第３項）

　※　ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
　　○　事業所等の数に変更が生じても、整備する業　　　
　　　務管理体制が変更されない場合
　　○　法令遵守規程の字句の修正など、業務管理体　　　
　　　制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

	第43条様式の８
	記入例３

	　事業者は、上記の届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。
　ただし、①の届出については、経過措置期間が設けられ、平成21年10月31日までに
届出することとされております。
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